意見公募手続により提出された意見、その考慮の結果及び理由について

１　規則等の案の題名
　　静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正について（案）

２　意見公募手続を実施した期間
令和８年１月13日から令和８年２月12日まで

３　提出された意見の件数
　　１件

４　提出された意見、その考慮の結果及び理由
	
	項目
	提出された意見
	考慮の結果
	理　由

	１
	第15条の文言について

	「住民投票の請求の処置等」について、他の文言と同様「住民投票の実施の請求の処置等」としてはいかがでしょうか。
	規則等の内容に盛り込まないものとする。
	提出された意見は、今回の規則の一部改正に係る内容ではありません。
なお、規則第15条における「住民投票の請求の処置等」という文言は、静岡市市民参画の推進に関する条例の用語を踏襲しているものであり、「実施」という文言を用いず、表現を簡潔にしたものと考えられます。
いただいた意見は今後の参考とさせていただきます。




